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絶縁油中のＰＣＢ分析における試験検査結果書並びに分析依頼用紙変更！ 

絶縁油 PCB 分析試験検査結果書に総重量の記載のご要望が増えていることから、

この度、5 月 1 日より、試験検査結果書と分析依頼用紙の記載内容を変更させていただき、

総重量欄を追加させていただきました。新しい依頼用紙の記載例は下記 URL をご参照

下さい。 http://www.knights.jp/ana/pcb/pcbiraiyoushicm.pdf 

土壌汚染対策法について、土壌制度小委員会にて平成 28 年 3 月から今後の土壌汚染対策の

在り方について検討が進められてきました。 

第 2 段階施行の政省令事項等について、平成 30 年 3 月 14 日の同小委員会にて第二次答申案が

まとめられました。今後、第二次答申を踏まえて、第 2 段階施行に係る政省令案を作成、

2019 年春頃には改正法の完全施行を予定しております。 

第二段階施行に必要な政省令事項 

１． 土壌汚染状況調査及び区域指定 

(1)有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査 

① 一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制 

② 地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査 

(2)一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査 

① 法第 4 条第 1項の届出対象範囲等 

② 調査対象とする深さの範囲の適正化 

(3)臨海部の工業専用地域等の特例 

(4)昭和 52 年 3 月 15 日より前に埋め立てられた埋立地の取扱い 

２． 要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理  

(1)要措置区域における指示措置等の実施枠組み 

① 汚染除去等計画及び完了報告の届出並びに都道府県知事による確認 

② 台帳の記載事項の取扱い 

(2)要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法及び搬出時の認定調査等 

① 要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法 

② 飛び地間の土壌の移動の取扱い 

③ 認定調査の合理化 

(3)自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い 

３． その他 

(1)指定調査機関の技術的能力等 

(2)土壌汚染状況調査の合理化（第一次答申中に記載がない事項） 

当社では、土壌汚染対策法の改正後も内容に合わせた土壌調査を実施して参りますので、

お気軽にお問い合わせください。 
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